
 
 

 

農業集落排水使用料（税別・１か月につき） 

 

定額制【改定前】                  従量制【改定後】 

 

区 分 
基本使用料月額 

（１世帯あたり） 

人数割月額 

（１人あたり） 

一般家庭用 1,943 円 486 円(家 族) 

共 用 1,943 円 486 円(入居者) 

飲食店 

理容業 
3,886 円 

486 円(家 族) 

239 円(従業員) 

事務所等 1,943 円 
486 円(家 族) 

239 円(従業員) 

 

 
区  分 使用料 

基本使用料 800円 

従量使用料 

（1㎥につ

き） 

1㎥ ～ 10㎥ 100円 

11㎥ ～ 30㎥ 120円 

31㎥ ～ 50㎥ 130円 

51㎥～ 100㎥ 160円 

101㎥～ 200㎥ 180円 

201㎥ ～ 500㎥ 200円 

501㎥ ～ 1,000㎥ 220円 

1,001㎥ ～ 230円 

 

 

【改定のポイント】 

・月々の使用水量に応じた従量制の使用料体系に改めます。 

・使用料は、区分・金額ともに改定後の公共下水道使用料と統一します。 

 

 

 

農業集落排水使用料の比較例（税込・２か月につき） 

 

世帯人員 使用水量 
改定前 

使用料 

改定後使用料 

（R6.4～） 

改定後使用料 

（R7.4～） 

改定後使用料 

（R8.4～） 

 

１人世帯 

10㎥  （少なめ） 

5,342円 

2,860円 

20㎥  （ふつう） 3,960円 

30㎥  （多め） 5,280円 

 

２人世帯 

25㎥  （少なめ） 

6,412円 

4,620円 

35㎥  （ふつう） 5,940円 

45㎥  （多め） 6,694円 6,977円 7,260円 

 

３人世帯 

30㎥  （少なめ） 

7,482円 

5,280円 

45㎥  （ふつう） 7,260円 

60㎥  （多め） 8,067円 8,653円 9,240円 

 

４人世帯 

40㎥  （少なめ） 

8,550円 

6,600円 

55㎥  （ふつう） 8,560円 8,570円 8,580円 

70㎥  （多め） 9,257円 9,963円 10,670円 

 

５人世帯 

50㎥  （少なめ） 

9,620円 

7,920円 

65㎥  （ふつう） 9,731円 9,842円 9,955円 

80㎥  （多め） 10,446円 11,272円 12,100円 

 

 

【改定のポイント】 

・従量制の導入により、全体では６０％程度の世帯で値下げとなります。 

・使用水量が多い一部の世帯では値上げになりますが、期間限定で支払額に上限を設け、急激な負担 

額増加の緩和を図ります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｑ１ 使用料は改定後上がりますか？ 下がりますか？ 

  

Ａ１ ２か月あたりの使用水量が次の表を超えると、改定前に比べ使用料は上がります。表の水量より少

ない場合は下がります。水道の検針票をご確認いただき、節水をお願いします。 

 
１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 

31㎥ 39㎥ 47㎥ 55㎥ 63㎥ 71㎥ 

 

Ｑ２ 使用料はいくらになりますか？ 

 

Ａ２ ホームページ内に、「使用料早見表」のほか、シミュレーションが出来る「自動計算表」を作成しま

したので、是非ご活用ください。 

ご不明な点は、検針票をお手元にご用意いただき、お問い合わせください。 

 

Ｑ３ いつから使用料は変わりますか？ 

 

Ａ３ 水道の検針が偶数月のかた 

令和６年３月分（４月請求）まで従来の定額制での請求となり、令和６年６月検針分（７月請求）

から従量制で算定し、水道料金と合わせて２か月に１度の請求に変わります。 

水道の検針が奇数月のかた  

令和６年４月分（５月請求）まで従来の定額制での請求となり、令和６年７月検針分（８月請求）

から従量制で算定し、水道料金と合わせて２か月に１度の請求に変わります。 

 

Ｑ４ 十条（沼上）処理区に加入しています。公共下水道になると聞きましたが、使用料はどうなります

か。 

Ａ４ 現在、十条・沼上処理区を公共下水道へ接続する工事を行っており、令和５年４月１日に公共下水

道として供用を開始する予定です。使用料は、令和５年度までは従来の定額制を維持し、令和６年度

から従量制に変わります。 

 

Ｑ５ 井戸を使用しています。使用料はどうなりますか？ 

  

Ａ５ 井戸水などの水道水以外の水を使用しているかたについては、使用人数に応じて、排水量を認定す

ることになりますので、事前に上下水道課業務係宛に届出をお願いします。 

 

Ｑ６ 散水に水を使用することが多く、排水設備へあまり流していません。使用料はどうなりますか？ 

  

Ａ６ 散水などが多く水道の使用量と実際に排水する量が著しく異なる場合には、排水量を計測する下水

メーターを設置して、使用料を算定することができます。ただし、下水メーターの新規設置費用の一

部及び８年毎の交換費用については使用者に負担していただくことになりますので、費用対効果を十

分に勘案して設置をご検討ください。 

   なお、設置に係る事前相談や申請受付等は令和５年度を予定していますので、改めてご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


